
新城市地域情報化計画策定委員会設置要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 平成１７年１０月１日に新城市・鳳来町・作手村が合併し、新城市が設置されたことに伴い、本

市の情報化施策の基本的方向等を示す地域情報化計画（以下「情報化計画」という。）を策定するた

め、新城市地域情報化計画策定委員会(以下｢策定委員会｣という。)を設置する。 

 （組織） 

第２条 策定委員会の委員は、地域情報化に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。 

２ 策定委員会に、委員長及び副委員長を置く。 

３ 委員長及び副委員長は、策定委員会委員のうちから互選する。 

４ 委員長は、会務を総理する。   

 （会議） 

第３条 策定委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 

２ 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは副委員長がその職務を代理する。 

３ 委員長が必要と認めたときは、策定委員会委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。 

 （業務） 

第４条 策定委員会は、次の業務を行う。  

 （１）情報化計画策定のため総括的な審議及び調整 

 （２）地域情報（放送・通信）基盤整備の審議 

 （３）その他情報化計画の推進 

 （庁内検討会） 

第５条 策定委員会の下に、新城市地域情報化計画策定庁内検討会（以下「庁内検討会」という。）を置

く。 

 （１）庁内検討会は、副課長相当職以下の職員のうちから選任された者で構成する。 

 （２）庁内検討会に前号の規定により選任された者のうちから、必要に応じて庁内検討会長を置く。 

２ 庁内検討会は、次の業務を行う。 

 （１）情報化計画策定のため必要な企画、調査及び研究 

 （２）情報化の事業別計画の立案及び調整 

 （３）その他情報化計画の推進  

 （解散） 

第６条 策定委員会は、情報化計画の市長への報告完了をもって解散する。 

 （庶務） 

第７条 策定委員会及び庁内検討会の事務局は、企画部企画課が行う。 

 （委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年４月２５日から施行する。 


